
船舶事故調査報告書 

平成２８年５月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年４月９日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 岡山県備前
び ぜ ん

市鴻
こう

島南方沖 

頭
かしら

島港東防波堤灯台から真方位２４４°２,３２０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４１.４′ 東経１３４°１５.５′） 

事故の概要 漁船日生
ひ な せ

丸は、東北東進中、また、漁船日生
ひ な せ

五号丸は、漂泊中、両

船が衝突した。 

日生丸は、甲板員１名が負傷し、左舷船首部に破口を伴う擦過傷を

生じ、また、日生五号丸は、甲板員１名が負傷し、右舷船尾部に擦過

傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年５月２７日、調査を担当する主管調査官（広島事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 漁船 日生丸、１.３トン 

ＯＹ３－２２８０２（漁船登録番号）、日生町漁業協同組合 

第２７１－３８２９５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 日生五号丸、１.１トン 

ＯＹ３－２４４３４（漁船登録番号）、日生町漁業協同組合 

第２７１－３８２９７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

  甲板員Ａ 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

  甲板員Ｂ 

 負傷者 Ａ 軽傷 １人（甲板員Ａ） 

Ｂ 軽傷 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に破口を伴う擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板

員Ｂほか１人が乗り組み、かき筏
いかだ

を固定する錨の投入作業を行う目

的で、共に鴻島南方沖を東北東進していた。 

船長Ａは、Ａ船の船尾部右舷側で甲板に座って操船に当たり、Ｂ船

を追って航行中、Ｂ船はＡ船よりも速力が速いので、接近することは

ないものと思って航行を続けていたところ、船首方至近でＢ船が漂泊

していることに気付いて機関を後進に入れたが、Ａ船の左舷船首部と



Ｂ船の右舷船尾部とが衝突した。 

甲板員Ａは、Ａ船の前部に座っていたが、衝突の衝撃で転倒して頭

部に打撲傷を負った。 

船長Ｂは、操船中、Ｂ船の速力が落ちたので、プロペラに何か絡ま

ったのかもしれないと思い、漂泊してプロペラの状況を確認すること

とした。 

船長Ｂは、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けるものと思い、船尾方を向い

て膝をついた姿勢で船内外機のプロペラを水面上に引き揚げる作業を

開始した。 

甲板員Ｂは、船長Ｂの背後から覗
のぞ

き込んでいたところ、Ａ船の船首

部と接触して左肩関節に挫傷を負った。 

分析 船長Ａは、船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ

船が漂泊したことに気付くのが遅れたものと考えられる。 

船長Ｂは、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けるものと思い、船内外機のプ

ロペラを引き揚げる作業を行っていたことから、Ａ船の接近に気付か

なかったものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船の船長Ａが船首方の見張りを適切に行っておらず、

また、Ｂ船の船長Ｂが、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けるものと思い、Ａ

船に対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船首方の見張りを適切に行うこと。 

・停船して漂泊を始める際は、周囲を確認すること。 

 


